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船舶事故調査報告書 

 

                               令和５年３月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年１０月２日 ２３時１６分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市長崎港（中
なか

ノ島南東端付近） 

長崎港沖防波堤南灯台から真方位０３２°５００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°４３.１′ 東経１２９°４８.７′） 

事故の概要 プレジャーボート海遊
かいゆう

丸Ⅱは、北西進中、干出岩に乗り揚げた。 

海遊丸Ⅱは、船長及び同乗者２人が負傷し、船底部外板等の亀裂等

を生じた。 

事故調査の経過  令和４年１０月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 海遊丸Ⅱ、１.８トン 

２９３－４１６４０長崎、個人所有 

６.３３ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.０５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、５８.８kＷ、平成４年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 ６３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５３年５月１２日 

免許証交付日 平成３０年２月１日 

        （令和５年５月７日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 ３人（船長及び同乗者２人）  

 損傷 船底部外板及び両舷船側部外板に亀裂及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

日没時刻：１８時０５分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、令和４年１０月２日１８時００分

ごろ長崎港神
かみ

ノ島の係留場所を出航して、長崎港外にある大曽根
お お そ ね

付近

の釣り場で釣りを行った後、２２時００分ごろ長崎港内の岸壁に向か

い、待ち合わせしていた会社の同僚２人を乗船させて２２時５０分ご

ろ出航し、再び大曽根に向かった。 
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船長は、操縦スタンドの前に立ち、ＧＰＳプロッターを表示させ、

約５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵によ

り北進した。 

船長は、長刀
なぎなた

埼を左舷側に見て左転しながら徐々に増速し、約１８

kn の速力で長崎港口防波堤標識の灯光を右舷側に見て通過した後、長

崎港外防波堤（以下「本件防波堤」という。）の北端に設置されてい

る簡易標識（以下「本件標識」という。）の灯光を左舷側に見て通過

することとした。 

船長は、本件標識の灯光を目視で探しながら航行を続けていたとこ

ろ、２３時１６分ごろ船体に衝撃を感じて転倒した後、起き上がって

周囲を確認して本船が中ノ島南東端付近の干出岩に乗り揚げたことが

分かった。 

同乗者２人は、本船の航行中、船首方を向いて船尾部の物入れに腰

を掛けていたが、本船が乗り揚げた際の衝撃で落水し、その後、本船

に戻り、船長が負傷していることを確認して、同乗者の１人が１１８

番通報した。 

船長及び同乗者２人は、中ノ島に上陸して救助を待ち、来援した水

難救済会所属の船舶に全員救助され、長崎市内まで運ばれた後、救急

車で同市内の病院に搬送され、それぞれ打撲等と診断された。 

 本船は、後日、漁船によって引き出され、長崎市の船舶修理業者に

運ばれた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約０.７ｍであった。 

船長は、ふだん神ノ島の係留場所を出航して大曽根付近の釣り場へ

向かう際、長崎港口防波堤の北端を左舷側に見て通過した後、中ノ島

南端付近の干出岩を避ける目的で、本件防波堤寄りに航行していた。 

船長は、本事故当時、長崎港口防波堤沖を通過した後、ふだんと同

じように本件防波堤の北側を航行しようと思い、本件標識の灯光を探

しながら航行していたが、本件標識の灯光は見当たらず、本件防波堤

への衝突を避けようとして中ノ島寄りに航行していた。 

船長は、１８時００分ごろ大曽根に向かった際は、本件防波堤を目

視で確認して航行しており、本件標識の灯光が消灯していることを認

識していなかった。 

船長は、本事故の発生時には本件標識の灯光が消灯していたこと

は、本事故後に知人から知らされた。 

本件標識の管理者である港湾漁港事務所によると、本件標識の灯光

は、３日の午前中に消灯している旨の通報があり、同日午後に復旧さ

れた。 
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船長は、本件標識の灯光が見当たらなかったとき、減速又は停船し

て、ＧＰＳプロッターで船位を確認してから航行するべきであったと

本事故後に思った。 

船長及び同乗者２人は、首掛け式救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、長崎港を北西進中、本件標識の灯光が消灯している状況

下、船長が、ふだん目標としている本件防波堤上の本件標識の灯光を

目視で探しながら航行を続けたことから、本件標識の灯光が見当たら

ず、中ノ島南東端付近の干出岩に接近していることに気付かず、同干

出岩に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、長崎港を北西進中、本件標識の灯光が消

灯している状況下、船長が、ふだん目標としている本件防波堤上の本

件標識の灯光を目視で探しながら航行を続けたため、本件標識の灯光

が見当たらず、中ノ島南東端付近の干出岩に接近していることに気付

かず、同干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、夜間、浅所や防波堤付近を航行中、簡易標識の灯光が故

障等により消灯している場合があることを考慮して、灯光が見付

からない場合は、減速又は停船し、目視のみでなく、ＧＰＳプ 

ロッターで船位を確認すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図  
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（令和４年１０月２日 

 ２３時１６分ごろ発生） 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


